
 

 

（１）「縮小スパイラル」の回避

長期的な経済の成長力は、労働投入、資本蓄積、生産性（ ）の上昇の３要素で

説明されるが、人口動態はこれら３要素の全ての側面から経済成長に変化をもたらす

ものであり、成長・発展の重要な基盤である。労働投入は生産に従事する現役世代の

人口と労働参加率に依存し、資本蓄積は高齢化率の動向による貯蓄率の変化の影響を

受ける。また、生産性向上の切り札となるイノベーションは、個人の発想のみならず、

多様なアイデアをもつ人々の交流の中からも生まれることから、現役世代の人口増加

率が交流の機会の増減を通じて、生産性上昇率に影響を与える。未来のために、人口

急減への早急な対応をとり、経済の「縮小スパイラル」を回避することが不可欠であ

る。

（２）生産性の飛躍的向上に向けたジャンプ・スタート

人口減少に歯止めをかけ、人口を１億人程度で安定させることができたとしても、

経済への押上げ効果が現われるまでには相当程度時間がかかる。したがって、人口減

少の流れに歯止めをかける取組を進めると同時に、生産性を飛躍的に向上させていく

ための取組を同時に進めていく。そのために、徹底的な改革に直ちに取り組み、

年代初頭までの期間に集中的に改革を実行することにより、世界トップレベルの生産

性に引き上げるジャンプ・スタートを切る。

① 創意工夫による新たな価値の創造

ジャンプ・スタートで生産性を飛躍的に向上させるため、様々な分野においてイノ

ベーションを起こしていく。イノベーションとは、新しい技術による製品開発にとど

まらず、新しいビジネスモデルの構築や経済社会の変革等も含む広範な意味を持つも

のであり、「創意工夫による新たな価値の創造」と言えるものである。広範なイノベ

ーションにより生産性を向上させるため、従来の「モノづくり」から一歩進んで、サ

ービスやシステム、デザイン、ブランドストーリーなども含めた「モノ・コトづくり」

への取組や、思い切った 投資－ハードだけでなく人材育成が重要－とのその活

用等を通じた潜在的な需要を開拓するための取組などを進める。

社会の変革のためには、人々の意識が変化していく必要がある。日本では生産性向

上が重要であるという認識が未だに十分に浸透していない。これは逆に言えば、生産

性向上の余地が大きいことを意味する。個々人や企業の経営者が生産性向上の意識を

高めて取組を始めれば、至る所で生産性を向上させることができる。企業経営や生産

活動の現場において、イノベーションを重視する意識もより強くなっていく必要があ

る。個人や企業が自信を持って積極果敢にチャレンジする精神や、新しい技術の潮流

をいち早くつかみ世界に先んじて取り込んでいこうという気概を取り戻すことが重

要である。

政府は、あらゆる政策を総動員して、イノベーションを促進し生産性を飛躍的に向

上させるための環境整備を早急に進めるとともに、民間の取組を後押ししていく。ハ

                                                  
従来日本が得意としてきた「モノづくり（＝高性能・高品質の製品開発）」から一歩先へ行き、サービスやシス

テム、デザイン、ブランドストーリー等を駆使し、あらゆる角度から顧客により深く豊かな感動体験を提供する

こと。 
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ードルは極めて高く困難な挑戦であるが、 年代初めまでに思い切った改革を進め

ていく。

② 生産性向上のための集中的な改革

生産性（ ）上昇率を世界トップレベルに引き上げていくことを目指して徹底的

な改革に取り組んでいく。

（企業の付加価値創造力の強化）

企業の付加価値創造力を一層強化する必要がある。 化や研究開発はもとより、

ブランディングやマーケティングも含む知識資本の強化、企業における人材の多様性

の確保や外部との関係性の拡大やオープン・イノベーションの強化による多様なつな

がりの拡充が重要となる。また、イノベーションを促進する社会全体での環境整備も

重要であり、多様な人材の育成とその活躍の場の拡大や人材育成・イノベーション機

能における大学の役割の強化、地域においての多様性とつながりの拡充、時代の変化

に即応した規制改革などが求められる。

（ビジネスの「新陳代謝・若返り」）

生産性の低いビジネスが淘汰され、生産性の高いビジネスが生き残っていくよう、

ビジネスの「新陳代謝・若返り」が活発化する必要がある。資金調達手段の多様化や

金融機関の目利き力の強化、健全な資本市場の形成、行政手続の簡素化・迅速化に加

え、事業に失敗した人が再び社会に受け入れられていく意識が醸成されていくことに

よる起業の活発化や労働市場の円滑化、市場機能を阻害する規制の改革が求められる。

また、適切なタイミングでの非効率な事業からの撤退や不採算事業の移転による事業

再編が重要となる。

（グローバル化への積極的対応）

さらに、これらの取組をグローバル化への積極的な対応で後押ししていく。グロー

バルなつながりは、個々の企業が付加価値創造力を強化するだけでなく、新たな融合

を通じて、ビジネスの「新陳代謝・若返り」を促進する。様々なつながりを拡大する

経済連携の推進や対日直接投資の拡大の環境整備、グローバル人材の育成、グローバ

ル・バリュー・チェーン の構築、金融ビジネスの活性化を進めていく。

③ 「日本ブランド」で世界をリードする

世界トップレベルの生産性を目指した取組に加えて、日本の良さを付加価値に結び

付けていくことにより、生産性をより一層高め、世界をリードすることが可能になる。

価格に反映されていない持ち味の付加価値化、日本発の優れたビジネスの仕組みを発

展させた新たなビジネスモデルの形成、ロボット等の日本が既にリードしている先端

技術を活用した経済社会の変革に取り組む。日本独自の強みを発展させるために、国

民が共感し、世界に誇れる「日本ブランド」を構築するとともに、グローバル社会の

ルール作りに積極的に参画していく。

                                                  
製造業などにおける生産工程が国内外に分散していく国際的な分業体制のことであり、付加価値の形成過程が

国境を越えてつながっていく状況を捉えた概念である。 
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２．地域の疲弊、衰退を緩和、反転させる

【ポイント】

・東京一極集中に歯止めをかけるとともに、東京と地方が相互に支え合いつつ、それ

ぞれが持続的発展を遂げ、長期的な成長を担っていく。

地域の主体性と「創意」・「人材」を活かしつつ、「個性を活かした地域戦略」を推

進することが重要。地域の置かれた状況は多様であり、それぞれの地域の持つ独自

の個性を活かせるような「選択と集中」による地域づくりを行う。

地域の再生のためには、生活の利便性を高めながら経済活動の活性化を図る「集

約・活性化」に向けた取組が求められる。その際、「所有から利用」への転換、フ

ァシリティ・マネジメントの考え方を導入する。

「新しい絆」によるネットワークを形成。関係者がビジョンを共有し、地域への愛

着と誇りを持って、持続可能な循環型の地域社会を形成していく。

（１）「個性を活かした地域戦略」の推進

① 東京一極集中の是正と地方への人の流れの促進

東京への一極集中傾向に歯止めをかけるとともに、人口急減・超高齢化の克服を目

指す必要から、東京と地方の関係を二項対立で考えるのではなく、相互に支え合いつ

つ、それぞれが持続的発展を遂げ、日本全体の長期的な成長を担っていく地域として

とらえるべきである。

地方において健康で心豊かな生活が実現できることをより多くの人々に実感して

もらい、地方への人の流れを促していくことが急務。また、働く場づくりとしては、

地方への本社機能等の移転誘導や産学官金労連携による地域内発型産業の振興、さら

にテレワークの積極的活用等が考えられる。

② 求められる「創意」と「人材」

「地方創生」とは、地域に住み、関わる人々が、地域の未来に希望を持てるように

することである。どのような地域をめざすのかについて、地方自治体や住民がビジョ

ンと戦略を共有し、その実現に向けて、長期的な視野に立って取り組んでいく。

その際、重要なのは、地域の主体性と「創意」・「人材」である。地域の自治体や住

民が主役となり、モノマネではなく、自らの創意を生かして地域資源を活用していく。

その戦略立案と実行には、人材が不可欠であり、地域の内外に広く求めていく。国は、

そのような地域の取組に対して、できる限りのサポートをしていくという役割を担い、

全国一律のバラマキは行うべきではない。

③ 「選択と集中」による地域戦略

地域の置かれた状況は多様であり、それぞれの地域の持つ独自の個性を活かせるよ

うな地域の戦略を選択し、資源を集中する「選択と集中」による地域づくりが必要で

ある。従来の産業の枠組を超えて、魅力のある商品やサービスを提供できる最適な分

野のマッチングによる付加価値の向上が求められ、積極的な取組の全国的な展開や他

分野への応用を推進する。
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農林水産業を活かした地域活性化：農林水産業を中心とした地域資源の再発見、

技術を活用した産直、直販などマーケット化、生鮮輸送などの流通技術の活用、

都市住民との交流や健康増進など場の提供

観光・交流を活かした地域活性化：国際的、広域的な人流、物流の受け皿づくり、

地域がオープンに海外と直接つながっていく取組の推進、地域資源の発掘や魅力の

向上、これを担う人材の確保、長期滞在を含めた新しい形態の広域交流等

産学官金労連携による地域活性化：急速なペースで進行する高齢化に対応した健

康・医療などの先進的な地域づくりや、バイオ、 など先端技術を利用した地域

づくりについて、産学官金労の連携の下での取組

④ 東日本大震災復興の取組から見た地域づくりの知見

「新しい東北」の創造に向けた取組は、中長期の地域づくりの検討にも大きな方向

性を与えるものであり、被災地での新たな街づくりの実践を全国における地域づくり

に役立てていく。また、地球温暖化等による世界的な食料危機や異常気象、さらには

南海トラフ巨大地震等の大規模災害が懸念される。このため、東日本大震災の教訓を

踏まえつつ、全国各地において、災害に強いしなやかな地域づくりに取り組む。

（２）地域の再生のための「集約・活性化」

① 「集約・活性化」の意義

人口急減・超高齢化の進行によって、成長力の低下だけでなく、コミュニティの崩

壊の恐れがあり、財政制約が厳しくなる中で、必要な行政サービスの提供や公的資産

の維持管理・更新にも支障が生ずることが懸念される。地域の再生に向けて、行政サ

ービス等を市街地中心部に多機能集約化することにより、生活の利便性を高めながら

経済活動の活性化を図る「集約・活性化」に向けた取組が求められる。

「集約・活性化」の選択肢としては、一つの都市の中で、公共交通の活用と市街地

の集約・集積を図るコンパクトシティの取組、複数の都市の連携協約、さらには都市

相互を交通ネットワークで接続し、広域的な機能分担・連携等を行う方策などが考え

られる。農山漁村部も近隣の都市との連携や公的な施設の集約が必要である。

② 「集約・活性化」の推進方策と推進体制

「集約・活性化」に向け、地方自治体は、地域住民等の関係者が危機意識を共有し、

都市構造の将来予測をもとに、優先順位をつけて中長期的な計画を立てることが求め

られる。国は、住宅・まちづくりのあり方のモデルの提案やその普及を図るほか、先

進的な地方自治体の取組を重点的に支援する。

特に、実務を担う地方自治体職員の能力の向上が求められるところであり、先進的

な地方自治体の事例の分析や研究を進め、教育や研修を行うことが有用である。また、

現行制度やその運用について、職員の意識改革も含め不断の見直しを進める。

③ 「所有から利用」への転換

集約の受け皿となる都市の中心部は、空き家や遊休地が多く、有効利用が進んでい

ない。定期借地権の活用や、特定目的会社を活用した医療、介護サービス付きの高齢
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者住宅の整備等など資産流動化の拡大が望まれる。民間事業者との連携を図り、空き

家の除却または再生と流通を促す仕組み等も整える必要がある。

④ 公共施設をはじめとする公的資産の適切なマネジメント

公共施設の利用需要の変化が予想されることを踏まえ、公的資産の中心部への統

合・再編や効率的な維持管理・更新による長寿命化を推進し、限られたコストで行政

サービスの最適化を図るファシリティ・マネジメントが必要である。

⑤  合意形成へのルールづくり

行政サービス水準の低下や郊外部等からの転居による負担の可能性もあり、住民が

合意しないケースも予想される。解決に向けた手続や選択肢について住民と情報を共

有し、市民討議会 等の手法を活用しながら、住民自治の理念の下で合意形成を図り

つつも、最終的には政治の決断とリーダーシップで施策の実現を図っていく。

（３）地域の「新しい絆」によるしなやかな地域づくり

①「新しい絆」の意義

住民自らの参加の下、地域へのプライドを持ちうるような持続可能な循環型の地域

社会を形成していく。そのため、地域づくりの担い手の活用と能力発揮によって、地

域の人と人、地域コミュニティ、企業、非営利組織、地方自治体などをつなぐ「新し

い絆」、すなわち外に開かれた新たなネットワークを形成し、これら関係者が持続可

能で豊かな地域社会の形成に向けたビジョンを共有することで、地域の社会的課題が

解決され、地域社会の変革や成長につながっていくことが期待される。

② 担い手としての人材等の活用

地域づくりの担い手として、地域経営のノウハウを有する人材、地域と地域外を結

びつけるノウハウをもつグローカル な人材、地域との関わりへの意欲のある「ワカ

モノ」などに、経験の場を与えて「地域のリーダー」として育成していく。

また、熱意や能力を持った人材が円滑に地域に根付くことができるよう、人材の発

掘や起業支援等について、地方自治体を中心に制度的に取り組む。その際、都市圏の

中高年層の経験を活かす人材バンクなどの構想を具体化することが求められる。

更に、地域外の人材をより有効に活用していくためには、地域づくりに必要な人材

を地域自らが考えて自ら呼び込む、一種の逆指名のような視点が重要である。

③  社会的投資等の促進

地域内外の資金が、地域の社会的課題を解決するための活動に供給されるような社

会的投資の促進を図る。投資に対する社会的な収益を定量的に評価する社会的インパ

クト評価の導入や、休眠預金の活用も検討に値する。

社会的課題の解決に重要な役割を果たすことが期待される 等は、その活動が社

                                                  
合意形成の一手法。年齢、居住地等に偏りなく無作為抽出した住民を集め、政策課題について資料等の情報を

提供して十分討論をした上で意見を集約し、政策に反映させていく手法。

グローバル（ ：地球規模の、世界規模の）とローカル（ ：地方の、地域的な）を掛け合わせた造語

で、「地球規模の視野で考え、地域視点で行動する（ ）」という考え方。
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会からの共感を呼び、これが実際の寄附に結び付くような広報や一層の情報開示を図

る必要がある。また、地域金融機関によるソーシャルビジネス 向け融資の普及、ク

ラウドファンディング の利用拡大、ふるさと納税制度や 等にかかる寄附税制の

普及啓発が望まれる。

３．「人」を育て、愛しみ、多様さを伸ばし、活躍を実現する

【ポイント】

・変化の中で、経済社会全体が活力を増し、未来に向けた持続的発展を実現するため

には、一人一人の「人」の力が不可欠。若者、女性、高齢者などすべての人が、そ

れぞれその能力を最大限発揮し、活躍することで生産性を高めていくことが必要。

多様な人々の「草の根の知識」が土壌となってイノベーションを生み出していく。

・「人」を大切にしていくことは、安心して子どもを産み育てられる環境の実現にも

つながる。それは、人口急減・超高齢化の克服にもつながり、人口規模の維持がさ

らなるイノベーションの創出につながることで、持続的な成長・発展にも寄与して

いく。

（１）人材育成－人が活躍するために必要な力の養成

①人間ならではの総合的な力の養成

激しい変化が予測される未来の社会において、人間ならではの活躍ができるよう、

小さい頃から、一次情報に直接触れる野外活動や価値観の異なる多様な人々との交流

など、琴線に触れる様々な体験を積むことを通じて、その人自身の力を引き出し、「心」

の成長をはじめとして人間ならではの総合的な力を育んでいく。

②汎用的なスキルの養成

不確実な未来に柔軟に対応し、イノベーションを起こし、付加価値を創出するため

には、リーダーシップやコミュニケーション力、問題を発見し解決する力など、分野

横断的に必要とされ多面的な状況に対応しうる汎用的なスキルが欠かせない。

中学・高校・大学教育においては、デザイン・シンキング の手法の採用や、リー

ダー教育の取り入れ等、その養成の在り方を検討し、取組を始める。大学入試制度に

ついては、知識・技能を基本としつつ、多面的な評価ができるよう見直す。職業実践

を通じて実際に問題解決していく中で養成される面が大きいため、試用的雇用の拡大

など、職業実践の機会を増やす取組も重要である。

③専門的なスキルの養成

イノベーションや付加価値の創出のためには、特定分野毎に必要となる専門的なス

                                                  
環境保護、高齢者・障がい者の介護・福祉、子育て支援、まちづくり、観光等などの地域社会の課題解決に向

けて、住民、 、企業など様々な主体が協力しながらビジネスの手法を活用して取り組む事業。

新規・成長企業等と投資者をインターネット上で結び付け、多数の者から少額ずつ資金を集める金融取引。我

が国では金融商品取引法等の改正がなされ平成 年 月の公布後、一年以内に施行される予定。

製品を生み出すに当たりデザイナーの感覚と手法を活用し、課題の理解と解決を進めていくための手法。
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キルが不可欠。ある教育段階において画一的に教授するのでなく、教育課程や就職後

も含めた様々な時点から、各人の選択に応じ、産業・企業特殊的なものからグローバ

ル競争に対応できるレベルのものまで、必要なスキルを獲得できる仕組みを構築する。

各大学が、その個性・特色を踏まえた選択に基づき、機能別に分化していくことを

前提に、大学の専門的なスキルの養成機能を強化していく。さらに、職場での実践が

非常に有効であり、インターンシップ やデュアルシステム など、教育機関における

学習と並行して行う職場での一定期間以上の実践の機会の充実も検討し、具体的な施

策につなげていく。

④人材育成のための環境整備

社会全体で人の育ちを支える観点から、働くことを身近に捉え、充実した人生とな

るようキャリア教育を戦略的に推進するとともに、グローバル化にも対応しうる創造

性豊かな教員の養成を行う。さらに、子どもの育ちや教育の機会が家庭の経済状況に

関わらず確保されるようにするなど、多様性に富んだ人材を受け入れ、活躍のチャン

スを与え、力を引き出し、活かす社会的土壌の形成を進めていく。

（２）働き方とその環境－すべての人が活躍できる社会の仕組みづくり

①すべての人が活躍できる雇用システムの構築

誰もがその能力を活かせる仕事に就き、高いモチベーションをもって働けるように

なることが不可欠。正規雇用と非正規雇用が二極化する現状を脱し、労働に対し適正

な対価が支払われる雇用システムを構築する。

「ポスト型の人事管理」や「同一労働・同一賃金」の考え方を我が国において培わ

れてきた雇用システム の良さを生かしながら取り入れて、ベストミックスといえる

雇用システムを考えていく。

まず、日本の雇用慣行の中では曖昧になっていることの多い「職務」を明確化し、

企業内外からその職務遂行に適した人材を登用する「ポスト型の人事管理」を拡大し

ていく。その上で、明確化された職務に対し、正規・非正規といった雇用形態に関わ

らず、「同一労働・同一賃金」の考え方に基づいて、適切な対価を払っていくことと

する。適切な対価とは、少なくとも夫婦で働けば子どもを産み育てられる程度の水準

とすることが適当である。

これにより、労働者の賃金を安易にコストカットの対象と捉えるのではなく、正規

雇用と非正規雇用の二極化から脱却していくことを目指す。低賃金の働き方が解消さ

れ、労働が適切に評価される仕組みとなることで、労働者のモチベーションが上がり、

生産性の向上につながることが期待される。また、誰もが意欲を持って仕事に取り組

むことで、イノベーションが生まれる土壌も醸成される。夫婦で働けば、子どもを産

み育てることができる所得水準の確保と家族に対する支援の充実等が相まって、人口

急減の克服に向けた環境整備にもつながっていく。

さらに、正規・非正規の二極化からの脱却をめざし、明確化された職務に応じた賃

金が支払われる仕組みを採り入れる場合には、賃金カーブはフラット化していくこと

                                                  
職業学校で理論を学び企業で実践を学ぶ２元的制度。
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になる。それにより、企業間移動による不利益が小さくなり、主体的に自分の能力を

生かせる職務を企業外も含め求めていく動きへの障害が小さくなることで、雇用の流

動性が高まることとなる。

雇用の流動性が高まれば、多様なキャリアパスの形成が可能となり、自分に合った

働き方が可能となることで、女性や高齢者などの更なる活躍が促進され、新たなイノ

ベーションの源泉となっていく。同時に、労働市場全体で見ても、未来の産業構造の

変化に応じた労働移動が可能となる。

このような雇用システムを構築していく過程においては、高い生産性を生み出せな

い産業や企業が淘汰されることがありうるが、持続的な成長を期してあらたな雇用シ

ステムを「選択」することの結果として、「覚悟」を持って、社会全体でしっかり受

け止めていく必要がある。

②ワーク・ライフ・バランスの実現

人の活躍の前提として、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現は

不可欠。健全な暮らしと健康確保のため、長時間労働は抑制すべきである。長時間労

働等に起因する過労死や、いわゆるブラック企業などの是正への対応が必要である。

職務を明確化した人事管理が拡大すれば、無限定な働き方が減少し、男女とも育児や

親の介護と仕事の両立とともに、生産性の向上が期待される。

また、基盤的な取組として、組織風土を改善していく取組に対する支援や、優れた

企業の積極的な評価、テレワークの普及などの を活用した仕事の効率化などを進

めていく。

③若者、女性、高齢者の活躍

人口減少が進む中、すべての人が多様な能力を最大限発揮し活躍できるよう、それ

ぞれの特性を踏まえた活躍の場を提供していく。就労に向けた多様な機会を用意する

ことによる若者の活躍促進、社会の意識を変え、多様なキャリアパスを実現すること

による女性の活躍促進、年齢に関わらず個々の状況に応じた多様な社会参加・働き方

を可能とすることによる高齢者の活躍促進などの取組が重要である。

（３）豊かな生活とその基盤－心身ともに豊かな生活の実現

経済面だけでなく、健康で社会的関係の面でも充足した心身ともに豊かな生活を実

現することが、人の活躍の一つの姿。高齢者が、年齢に関係なく、その人らしく多様

な社会参加・働き方を実現していくためには、生活習慣の改善などの健康維持等によ

り、健康寿命を延伸することが不可欠となる。

超高齢社会において高齢者を支え、人生の最終章を安心して暮らせるようにするた

め、医療等の情報を一元化・分析した上で、 を活用して在宅医療や介護に関する

情報と様々な生活情報をうまく組み合わせて新しい包括的なサービス提供につなげ

ていく仕組み等を構築する。

地縁血縁が少なくなっていく社会の中では、新しいコミュニティのあり方が求めら

れており、支えあいのコミュニティをいかに再構築していくか、という視点も重要で

ある。
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Ⅲ 世界に向かう姿勢、新しい官民の関係等

（世界でのプレゼンス、世界への貢献）

世界のＧＤＰに占める日本の割合は、 年に ％だったものが、 年には

％まで高まった後、 年には ％になり、ほぼ 年前の位置付けに戻ってい

る。現在のまま推移した場合には、国際機関の予測によれば、 年には ％、

年には ％、 年には ％まで低下する。また、世界の総人口に占める日本の割

合は、 年に ％、 年に ％、 年に ％と低下してきている。国連の

予測では、 年に ％、 年に ％、 年に ％まで低下する 。

こうした「現状のまま推移した場合」の予測を変えていくべく努力しなければなら

ない。それとともに、世界に対して大きく開かれ、世界に貢献し、世界のなかで一流

国としてのプレゼンスを保持していくとの姿勢を持ち続けることが重要である。

歴史や文化や地政学的な位置づけなど、日本には日本独自の存在感があり、果たす

ことができる役割がある。そうした存在感や役割を大事にしながら、日本全体の成

長・発展に戦略的につなげていく。

また、国際金融面で積極的に役割を果たしていく。経済の成熟に伴って低成長に移

行し、ＧＤＰで比べた場合には、新興国の成長との対比でプレゼンスは相対的に低下

するとしても、長年にわたるストックはすぐに新興国に追随されるものではない。金

融の技術面でのアドバンテージもある。アジアのインフラ投資などにおいて日本の金

融が力を発揮できる場面は少なくない。

最も大きな世界への貢献としては、人口減少、高齢化を乗り越えた成長・発展モデ

ルを提示することである。少子化、高齢化、低成長はいずれの先進諸国でも直面して

いる課題であり、人口高齢化に歯止めをかけて人口構成の若返りに成功した国はまだ

ない。世界に先駆けるモデルを提示していくことを目指す。

（日本・日本人らしさ）

一方で、経済成長、金銭的な価値に終始しない姿勢も必要である。四季に富んだ豊

かな自然、地域に根ざした食習慣や匠の技などが織りなす多様な文化、健全な人と人

とのつながり、きずなが保たれ、世界でも稀と言われる安全で安心なコミュニティ。

次の世代においても、日本に生まれてよかった、日本人でよかったと思えるよう、そ

れらを大切に受け継いでいかなければならない。新たなものにチャレンジしながら、

一方で、長年かけて育まれてきたものを貴ぶことを忘れない。そのバランスを失って

はならない。

（ 年東京オリンピック・パラリンピックの成功とそれを超えた取組）

年までのジャンプ・スタートにとって、 年に開催される東京オリンピッ

ク・パラリンピックは有効に活かされるべき国家プロジェクトである。 年後の未来

を念頭に置いた場合、このプロジェクトの遂行に当たって留意すべきことは、以下の

３点である。

                                                  
参考資料集 「世界における日本の位置づけ（人口）（経済）」参照。 
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一つは、東京一極集中の更なる加速を招かないことである。すでにホストシティタ

ウン構想などが動き始めているが、東京圏以外の地域での人的、経済的な交流を促進

していく。第二は、 年を境にして大きな経済のアップダウンを生じさせないこと

である。 年代以降の人口減少に起因する経済への下押し圧力は不可避的であり、

それに加えて強いマイナス要因を生じさせることは避けなければならない。第三は、

新たな社会資本整備について、将来的な維持、利用を考慮して進めることである。エ

コ、コンパクト、長寿命に配意すべきである。

バブルの発生・崩壊を再度経験するだけの余力も時間も残されてはいない。

年の後に失速を生じさせず、むしろその後の成長・発展につながっていくような準備

を前もって仕込んでおくようなしたたかな周到さが必要である。

東京オリンピック・パラリンピックを契機として、外国人観光客の増加、文化・ス

ポーツ分野の活性化、寄付文化の醸成など、経済社会に大きなプラスの効果が生ずる

ことが見込まれる。日本の魅力を自ら再確認して世界に発信し、国内外のヒト・モノ・

カネ・ジョウホウの往来の活性化を将来的に持続するものにしていく。

（社会保障・財政の持続可能性の確保）

人口急減を克服できたとしても、人口減少は続き、社会保障・財政の持続性につい

ては厳しい状況が続く。また、 年代にかけて東京において超高齢化と介護人材不

足が深刻化し、日本全体の成長・発展の隘路になる可能性があり、早期の対応も重要

である。

経済や人口が、前述した目安に近い理想的な姿で推移したとしても、社会保障関係

支出は名目ＧＤＰ比で増加を続けていくと見込まれる。公債等残高がＧＤＰ比 ％

を超えるなど極めて厳しい財政状況の下、基礎的財政収支の黒字化や公債等残高対名

目ＧＤＰ比の安定的引下げは容易ではない課題だが、次世代につけ回しをしないよう、

着実に財政健全化を推進する必要がある 。このため受益と負担のバランスの見直し

を含め、再構築に向けた骨太な制度改革の検討が必要となる。その際、経常収支が赤

字となることも考えられる中、金利上昇のリスクまで考慮した、より厳しい財政状況

を見据えて検討していく必要がある。

ただ、前述した目安に近いところまで、人口急減・超高齢化の克服や成長力の強化

が実現できた場合には、そうでない場合に比べて、社会保障・財政の持続可能性に関

する見通しは、厳しいながらも改善する。そうした見通しを実現できるよう、国民各

層のコンセンサス形成に努力していかなければならない。そうした観点からも、前章

までに述べてきた人口、経済、地域社会を巡る課題への一体的な取組の推進が重要と

なる。

（官と民、国と地方の新しい関係－地域のことは地域で取り組む）

人口や地域社会を巡る課題や、イノベーションの創出には、市場原理に委ねられな

                                                  
現状のまま推移すれば、 年頃に高齢化がピークを迎えると予測され、社会保障制度改革と財政健全化が喫

緊の課題との指摘もあり（財政制度等審議会「財政健全化に向けた基本的考え方」（平成 年５月 日））、

人口急減・超高齢化の克服に向けて取り組んでいく必要がある。 
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